
豊田市では、土地区画整理法76条の許可申請について、直接、土橋・花園区画整理事務所
の窓口に行かなくても、受付（申請）が出来るようになりました。受付内容については、下記の

とおりです。詳しくは、窓口でもお聞きください。 
（1）法 76条許可申請の受付を電子申請（あいち電子システムのみ）にて行うことができます。 

※あいち電子システムへのアクセスは、下記を参考にして下さい。 

（2）ネット環境が整っていない人もいるため、窓口受付は、継続して実施します。 

※窓口受付の方は、従来通りに、紙資料が 3部必要になります。 

※システム受付の方は、電子データ提出のため紙資料 3部の提出は不要になります。 

（3）許可書（公印あり）の交付については、従来通り（窓口交付）になります。 

（4）仮換地図など事務所で交付する資料については、従来通り（窓口交付）になります。 

（5）押印した書類・紙で受領した資料は、スキャンしてシステムに添付して下さい。 

（6）システムに添付されるデータは、PDF・JPEG・docx・xlsx でお願いします。 

（7）データの添付容量は、各項目で最大 20MBまでです。 

＜76条申請へのアクセス方法＞
（1）インターネットで検索

（2）あいち豊田市電子申請・届出システムにアクセスできたら・・・

（3）申請する地区を選択する 

●土地区画整理法76条の許可申請、「行かない」申請手続きを始めました  
R5.3.1（水）から運用開始

（2-2）検索をクリック

（3）どちらかを選択

（1）検索エンジンの検索ボックスに「あいち電子申請 豊田市」で検索

（2-1）検索キーワードに「土地区画整理」を入力


